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本稿は、学習指導と関連付いた生徒指導の実践的視点を展望するために、台湾の中学校社会科教
科書を取りあげ、公民分野における学校生活の規範意識を題材とした単元の構成を分析した。現行
の中学校学習指導要領では、「学習指導と関連付けながら、生徒指導の充実を図ること」と明記さ
れている。ここでの実践的視点を展望するためには、横軸としての国際的な参照軸を得ることが重
要となる。台湾は、アメリカの「ガイダンス」から大きな影響を受け、生徒指導の実践を積み重ね、
日々の学習指導にもその原理が組み込まれていることから、比較研究を通じて実践的視点を展望す
るうえでも有効な参照軸になりうる。
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はじめに
本稿の目的は、学習指導と関連付いた生徒指導の実践

的視点を展望するために、台湾の中学校社会科教科書を
取りあげ、公民分野にある学校生活の規範意識を題材と
した単元の構成を明らかにすることである。

日本では、生徒指導について、戦後にアメリカから
「ガイダンス」を受容し、現場の実践レベルにおける「生
活指導」と互いに折り重なりながら実践的蓄積がなされ
てきた。田中耕治は、「『生活集団』としての子どもの
発見は、日本においては『生活指導』論として展開さ
れ、『教科外教育』の構想に大きな影響を与えることに
なる」と論じている（１）。生徒指導は、それ単体で展開さ
れるものではなく、学校教育における諸活動と関連付け
て充実化させていくことが重要となる。例えば、中学校
学習指導要領（2017年改訂）では、「生徒が、自己の存
在感を実感しながら、よりよい人間関係を形成し、有意
義で充実した学校生活を送る中で、現在及び将来におけ
る自己実現を図っていくことができるよう、生徒理解を
深め、学習指導と関連付けながら、生徒指導の充実を図

ること」と明記され、学習指導との関連付けが強調され
ている（２）。この実践的視点を展望するためには、これま
での実践史に学ぶ歴史的研究や構想から検証までの開発
的研究が重要な役割を果たす。ここに加えて、実践的視
点の展望をより確かなものにするためには、横軸として
の国際的な参照軸をすえることが必要となる。

そこで、本研究では、台湾の生徒指導を取りあげ、な
かでも学習指導との関連付けについて考察する。これま
で台湾との比較研究として、生活科教科書を対象とした
山下大喜、生嶌亜樹子、土屋武志の研究がある（３）。この
山下らの研究では、「核心素養」を中核としてコンピテ
ンシー・ベースのカリキュラム政策を展開していること、
同じ小学校低学年に生活科をおいていることから、台湾
が有効な比較研究の事例になりうるとしている。生徒指
導に焦点化するならば、アメリカの「ガイダンス」から
影響を受けながら実践を積み重ねてきたことから、国際
的な参照軸として実践的示唆を得られるものといえる。
これまでの先行研究としては、台湾における生徒指導の
歴史的展開を検討した山田美香の研究（４）、専門職の配置
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状況や支援システムを検討した川瀬瑠美の研究（５）があ
る。しかしながら、従来の諸研究では、日々の学習指導
と生徒指導の関係性について十分な考察がなされていな
い。この課題を克明にするため、本稿では、中学校社会
科公民分野の教科書に着目する。台湾の小学校社会科で
は、身近にとらえられるような工夫をしながら法律や人
権の鍵概念が学ばれている（６）。この基礎を活かして、中
学校１年生の公民分野では学校生活における規範意識を
題材とした単元がある（７）。この単元を取りあげることで、
学習指導と関連付いた生徒指導の実践的視点を見出すこ
とができ、そこから得られた視座は日本の特徴や課題を
つかむための有効な参照軸になりうる。

まず第１節では、日本の学習指導要領と生徒指導提要
をふまえながら、生徒指導の実践的視点を整理する。対
して、第２節では、台湾における生徒指導の制度的位置
付けを示す。そのうえで、第３節では台湾の社会科公民
分野にみられる生徒指導の実践的視点を検討する。

１　日本の学習指導要領と生徒指導提要
学習指導要領は、教育課程を編成するうえでの大綱的

基準としての役割を果たす。各学校が教育課程の編成主
体になっている点は、日本と台湾で共通しており、「学
校を基盤としたカリキュラム開発（SBCD）」が重要視
されている。

日本の生徒指導については、冒頭でも記したように、
戦後にアメリカから「ガイダンス」を受容し、実践的展
開を重ねて現在に至っている。現行の学習指導要領で
も、「集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンス
と、個々の生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱え
る課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双
方により、生徒の発達を支援すること」とされている（８）。
そのうえで、強調されているのが「学習指導と関連付け
ながら」という視点である。ここでいう「学習指導」は、

「教育課程を構成する基本的な要素」である「教科」の
時間が「大部分を占め」ることになる（９）。『生徒指導提
要』（2022年改訂）には、教科での指導と生徒指導との
関係性について以下のようにある（10）。

教科指導を進めるに当たっては、教科の目標と生徒
指導のつながりを意識しながら指導を行うことが重要
です。また、教科指導の大半は、学級・ホームルーム
を単位とした授業により進められます。授業を進める
に当たっては、個々の児童生徒の習熟の程度など、そ
の学習状況を踏まえた個に応じた指導に取り組むとと
もに、児童生徒間の交流を図るなど、集団指導ならで
はの工夫をこらし、可能な範囲で生徒指導を意識した
授業を行うことが大切です。

上記では、教科指導の授業展開において生徒指導との
つながりを意識することの大切さが記されている。その
つながりを一体化させるために、教師は授業が「全ての
児童生徒を対象とした発達支持的生徒指導の場」である
ことを認識し、生徒指導の実践的視点である「自己存在
感の感受」、「共感的な人間関係の育成」、「自己決定の場
の提供」、「安全・安心な風土の醸成」を授業内に具現化
することが重要となる（11）。

さらに学習指導と生徒指導の接点を考えたとき、鍵概
念となるのが規範意識である。規範意識が教育政策のう
えで盛んに登場するようになったのは2000年代以降のこ
とである。とりわけ、重大事案が報道等で取りあげられ、

「荒れ」の深刻化が社会問題として改めてクローズアッ
プされるようになったのである。これを受けて、2006年
に文科省から「児童生徒の規範意識の醸成に向けた生徒
指導の充実について」の通知が出され、安倍政権のもと
に設置された教育再生会議では徳育重視の方向性が出さ
れた。この文脈において、2006年の教育基本法改正では

「教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を
重んずる」（第６条）、2007年学校基本法改正では「学校
内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同
の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基
づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する
態度を養う」（第21条）と明記された（12）。

このように規範意識が政策上の用語として前面に出る
と同時に、実践レベルでいえば道徳教育を核とした「規
範意識の醸成」が目ざされるようになった（13）。前述した
教育再生会議での議論が起点となり、道徳が「特別の教
科」として位置付くに至った。ただし、この「規範意識
の醸成」をめぐっては、従来の諸研究において実践上の
留意点が指摘されている。

第一に、規範意識の低さが問題行動に関係していると
いう見方ではなく、規範意識の機能不全が事態を深刻化
させていくという点である。水野君平、太田正義、加藤
弘通の研究では、罪悪感といじめ調査の関係性に着目
し、「教師が教科書などを用いて一方向的に児童生徒に
教授することを通して児童生徒個人の規範意識や『道徳
心』を涵養するよりも、態度や感情面を含めた『規範を
巡るコミュニケーション』の醸成という、児童生徒間の
相互理解やコミュニケーションを通して『他者をどう考
え、感じるか』ということの活性化・可視化が必要にな
る」としている（14）。大久保智生、加藤弘通の研究では、
問題行動の経験と規範意識を四類型に整理し、観衆化に
よって問題行動をする生徒が暗黙的支持されてしまうこ
とで、道徳的な仲裁がきかなくなり、事態が継続し深刻
化してしまうと論じている（15）。これらの研究は、森田洋
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司によるいじめの四層構造にも通じる議論である（16）。こ
こでの知見を総合すると、徳育重視によって教え授ける
ことで規範意識の低さを回復するというよりは、「互い
の規範に対する認識を知り合う」（17）コミュニケーション
が重要なアプローチになると考えることができる。学習
指導との関連でいえば、国語科を軸とした「言語活動の
充実」（18）が前述したコミュニケーションをはかる際に鍵
となる授業デザインの視点になるといえよう。

第二に、「規範意識の醸成」をめぐっては教育課程と
して連動性に欠けているという指摘である。石堂常世は、
一連の施策では問題行動に毅然とした対応を求める一方
で、子どもの生活経験や自主性を重んじる「指針の双極
性」があり、「法教育、法規範教育との連動性が欠けて
いる」と指摘している（19）。さらに、「市民性育成に役立
つ『社会科』や中学校の『公民』が、ともすれば知識学
習に終始」し、「実践的な規範性育成につなげるだけの
効力を発揮していない」とまで記している（20）。先述した
通り、学習者を教授の対象をとらえ、徳育を展開させよ
うとしたとき、知識学習に終始していては深い思考へと
至らない。学習者が自らを主体として規範を認識するた
めには、前述した相互理解を促すコミュニケーションが
重要になると同時に、それを具現化させるには生徒指導
単体だけではなく教育課程としての連動性が不可欠にな
る。学校教育目標を核としながら、カリキュラム・マネ
ジメントの視点に立って連動性を見出し、そのサブシス
テムとして授業研究（レッスン・スタディ）を効果的に
機能させることで、日々の学習指導と生徒指導の関連付
けがより確実なものになるといえよう（21）。

２　台湾の生徒指導と学習指導の関係性
台湾では、生徒指導について「輔導」の語が広く用い

られている。冒頭でも記したように、アメリカからの
「ガイダンス」の受容により、その訳語として「輔導」
が定着するに至っている。教育の基本法である国民教育
法では、「徳、智、体、群、美の五育をもって国民の健
全な発達を目ざす」（第１条）とされている（22）。そのう
えで、第21条には、生徒指導について、学校は「学生輔
導法」に依りながら実践を展開しなければならないとあ
る（23）。この条文から、台湾では「学生輔導法」が生徒指
導の法的な裏付けになっていることがわかる。

その学生輔導法をみれば、第１条に生徒指導の目的
は「心身の健康」と「全人的な発達」であると明記され
ている（24）。ここで重要となるのが第６条に明記されてい
る生徒指導の三層構造である。日本の生徒指導提要でも、
全ての子どもを対象とした発達支持的生徒指導を基盤に
二軸三類四層の構造で整理されている（25）。対して、台
湾では子どもの心身の状況やニーズに応じて「発達的」、

「介入的」、「処遇的」の三層構造で整理されている。と
りわけ、基盤となる発達的生徒指導については以下のよ
うに明記されている（26）。

１：発達的生徒指導
子どもの心身の健康、社会的な適応、適性な発達を

促進するため、全ての子どもに対して学校は生徒指導
計画を策定し、合わせて生活指導、学習指導、キャリ
ア教育などを実施する。

この三層構造の基盤となる発達的生徒指導では、全て
の子どもを対象にすること、そのうえで、編成主体とし
て学校が生徒指導計画を策定し、それに連動させる形で
学習指導の実践も展開させていくことが強調されている。
では、具体的に「学習指導と関連付けながら」という点
において各教科ではどのような実践がなされているのだ
ろうか。その一例として、以下からは中学校社会科公民
分野を取りあげる。

３　台湾における中学校社会科公民分野の構造
台湾では2019年から「十二年国民基本教育課程綱要」

が順次実施されている。この「十二年国民基本教育課程
綱要」では、子どもを学習の主体に位置付けながら、教
師は学習進度、関心、文化的背景など様々な差異を考慮
に入れて、多元的な教育方法を採用し、適切な学習形態
を組織しなければならないとされている（27）。さらに学級
経営との関連において、教師は学習へと向かうポジティ
ブな学級規範、学級文化を打ち立て、教師と子どものコ
ミュニケーション関係をより強固にすることで、子ども
たちの学習成果を高めていかなければならないとされて
いる（28）。この視点がカリキュラム全体を貫く学習指導と
生徒指導の関係性、「学習集団づくり」の実践的視点を
あらわしたものといえる。

本稿で取りあげる社会科そのものは、小学校低学年で
は生活科があるため、中学年から始まる。小学校社会科
では「統合」の形式がとられており、中学校からは歴史、
地理、公民に分かれて「分科」の形式で教育内容が組織
されている（29）。なかでも、公民分野は、「Ａ：公民身分
認同及社群」、「Ｂ：社会生活的組織及制度」、「Ｃ：社会
的運作、治理及参与実践」、「Ｄ：民主社会的理想及現
実」の四つの主題を軸に下記のようなカリキュラム構造
となっている（表１）（30）。 
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地歴分野は時間軸や空間認識が内容構成の軸になって
いるのに対して、公民分野では主題にそって構造化され
ていることがわかる。大きな主題に対して項目があり、
各項目に対して学習内容を指す条目が並べられている。
条目について、地歴分野では「清王朝の統治政策」や

「台湾における気候の特色」など内容そのものが端的に

記されているのに対して、公民分野では分析、思考、探
究に重きをおくために「我が国の中央政府はどのような
組織構成になっているか」など「問い」の形で条目が記
されている（31）。教科書はこの項目や条目に対応させた形
で構成されている。前述したように、中学校社会科は歴
史、地理、公民の「分科」の形式をとっているため、各

表１　中学校社会科公民分野の内容構成

主題 項目

Ａ：公民身分認同及社群 ａ：公民身分

ｂ：権力、権利與責任

ｃ：国家與認同

ｄ：人性尊厳與普世人権

Ｂ：社会生活的組織及制度 ａ：個人、家庭與部落

ｂ：団体、志願結社與公共生活

ｃ：規範、秩序與控制

ｄ：国家與政府

ｅ：政府的組成

ｆ：法律的位階、制定與適用

ｇ：憲法與人権保障

ｈ：干渉、給付行政與救済

ｉ：犯罪與刑罰

ｊ：民事権利的保障與限制

ｋ：児童及少年的法律保障

ｌ：資源有限與分配

ｍ：誘因

ｎ：交易與専業分工

ｏ：供給與需求

ｐ：貨幣的功能

ｑ：国民所得

Ｃ：社会的運作、治理及参与実践 ａ：民主治理

ｂ：公共意見

ｃ：政治参与

ｄ：労働参与

ｅ：市場機能與価格管制

ｆ：市場競争

ｇ：外部成本

Ｄ：民主社会的理想及現実 ａ：公平正義

ｂ：社会安全

ｃ：多元文化

ｄ：全球関連

ｅ：科技発展

ｆ：貿易自由化
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学年で三分野を併行して学習していくことになる。例え
ば、中学校１年生において、歴史分野では台湾史、地理
分野では台湾地理を学習する。台湾を時空間に対する社
会認識の基盤としながら、公民分野では権利保障や尊厳

などを扱い、具体的な場面として家庭生活、学校生活、
地域社会とのかかわりが想定されている。実際に、中学
校１年生向けの社会科教科書における公民分野の単元構
成は以下のようになっている（表２）（32）。

表２のなかでも特色といえるのが、第五単元の学校生
活における規範意識や社会的な参画を題材としたもので
ある。先にあげた表１にも、主題「Ａ：公民身分認同及
社群」の項目「ｂ：権力、権利與責任」に、条目として

「学校生活のなかで生徒たちはどのような権利を享受し
ているか」、「学校生活を通じてどのように道徳性を育む
か」と記されている（33）。このカリキュラム構造のもとで
構成されている教科書の特徴について以下の三点をあげ
ることができる。

第一に、生徒自身を権利主体に位置付けながら、権利
保障の重要性を説いている点である。先述したように、

「十二年国民基本教育課程綱要」においても、生徒が学
習の主体として位置付けられている。世界人権宣言では、

「すべての人は教育を受ける権利がある」（第26条）とあ
り、中華民国憲法でも「国民教育を受ける権利と義務を
有している」（第21条）と明記されている（34）。翰林出版
の教科書ではこの世界人権宣言と中華民国憲法、康軒文
教事業の教科書では中華民国憲法の条文が引用されてお
り、生徒は権利主体として互いの学習権を尊重し、決し
てその権利を妨げるようなことはあってはならないとさ
れている（35）。換言すれば、この教科書叙述があることで、
単元の冒頭から権利主体とその保障の重要性を学ぶこと
ができる構成になっているといえる。

第二に、一点目にあげた権利保障をふまえて、いじめ
が権利の侵害として位置付けられている点である。こ
こでかかわるのは自らの心身はその個人に自主権があ
り、いかなる状況でも他人が傷つけてはならないという
権利意識である（36）。南一書局の教科書には、コンビニに
食べ物を買いに行かせ、その料金を負担させたという実
例をもとに、その行為は財産権や心身の自主権を侵害す
るものであると解説されている（37）。翰林出版と康軒文教
事業の教科書では、教育基本法の「いかなる体罰やいじ

め行為を受けず、心身を侵害することはあってはならな
い」（第８条第２項）をもとに、法的な責任の所在を明
確化させている（38）。さらに、近年の動向として教育基本
法（第８条第５項）に準ずる「校園霸凌防制準則」が修
正され、インターネット、電子通信を介したものもいじ
めの一形態として明文化されるに至ったことにもふれら
れている（39）。また、翰林出版の教科書では、いじめなど
懸念すべき事態があったときに傍観者であってはならな
いと明記されている（40）。これはいじめの四層構造をもと
にした教科書叙述であり、規範の合致、相互の尊重、理
性的なコミュニケーションが安全でよりよい学習環境に
もつながるとされている（41）。

第三に、民主的な学校生活を送るために、生徒自身に
よる自治活動の重要性が説かれている点である。学校生
活そのものやそのなかでの問題解決は民主的なプロセス
が重要であり、その中核となるのが生徒たち自身による
自治活動であるとされている。その自治活動は、まず自
治のための組織がつくられ、運営にあたっての規程が制
定され、自治活動が展開される（42）。また、国際的な裏付
けとして、子どもの権利条約における意見表明権につい
ても教科書のなかでふれられている（43）。自治活動を通じ
て、生徒が権利主体として意見を表明し、協働で問題解
決にあたることで、民主的な法規範を育むことができる
のである。

おわりに
本稿では、台湾との比較研究をもとに、学習指導と関

連付いた生徒指導の実践的視点について検討した。
日本では、「子どもの権利と最善の利益を保障し、実

現するための包括的な法・体制整備」に向けた動きが「コ
ロナ禍・一斉休校を契機として政官民の主要アクターに
強く形成された」（44）。そのなかで結実したのが、こども

表２　中学校１年生社会科（公民分野）

南一書局 康軒文教事業 翰林出版

１ 人性尊厳和人権保障 人性尊厳與人権保障 公民與公民徳性

２ 性別平権 公平正義下的性別平等 人性尊厳與人権保障

３ 親属関係與家庭職能 我們都是一家人 家庭生活

４ 平権的家庭 家庭協奏曲 平権家庭

５ 校園生活與公共事務参与 校園生活中的公共参与 学生権利與校園生活

６ 社区與部落 我住故我在・社区與部落 部落與公民参与
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基本法の施行とこども家庭庁の設置である。ただし、実
践的な課題として、関心の低さや教授・学習の機会が限
られていることを乗り越えるために、「子ども若者自身
が園・学校で子どもの権利を学ぶ機会が保障され、保護
者や家族も学ぶ機会を保障されることが必要になる」と
指摘されている（45）。学習指導要領では、「学習指導と関
連付けながら、生徒指導の充実を図ること」、生徒指導
提要では授業を全ての子どもを対象にした「発達支持的
生徒指導の場」であるとされている。生徒指導の実践的
視点をどのように授業内へと具現化していけばよいだろ
うか。その参照軸を得るために、本稿では、比較研究を
もとに、台湾における生徒指導の位置付けをふまえて、
中学校社会科公民分野にある学校生活の規範意識を題材
とした単元を分析した。

台湾では、日本と同様に、アメリカから「ガイダン
ス」を受容し、生徒指導の実践を重ねてきた。学生輔導
法には、生徒指導の三層構造が明文化されており、基盤
となる発達的生徒指導を学習指導と連動して展開させる
ことが強調されている。本稿で取りあげた単元は中学校
１年生に位置しており、学校生活における権利保障や規
範意識の醸成が主題となっている。単元の冒頭には、学
校は学習空間であることから、子どもが権利主体として
学習権を尊重し、互いに妨げてはならないとしている。
ここで権利主体とその保障の重要性を位置付けたうえ
で、いじめが権利侵害の行為であることが明確化されて
いる。最終的には、自治活動の重要性が盛り込まれてお
り、学校生活における民主的な問題解決のプロセスが示
されている。これらの単元の構成からは、学校生活とい
う具体的な場面をもとに、子ども自身が権利主体である
こと、その権利保障が重要であることを学ぶ機会として
本単元が位置付いていることがわかる。教材と指導展開
の工夫によって、知識学習に終始することなく、概念的
理解をうながし、深い思考へとつなげることが重要とな
る。ここで鍵となるのが、カリキュラム・マネジメント
の視点に立った連動性である。概念的理解に至るために
も、「言語活動の充実」の視点によりながら、コミュニ
ケーションの醸成をはかることが共感的な人間関係や安
心・安全な居場所づくりにつながってくる。さらに、台
湾の事例からは、自治活動にみられるような特別活動と
の連動性も特色として見出すことができる。近年、特別
活動は日本型教育の特色として輸出され、国際的な注目
を集めている（46）。そうした国際的な地平線があるからこ
そ、教科での学習指導と特別活動との関係性を改めてみ
つめなおし、編成主体である学校が互いのよりよい駆動
を生み出す糸口をカリキュラム研究として模索する必要
があるといえよう。学校生活を題材とした単元は小学校
低学年の生活科にもある。学校生活に親しみながら資

質・能力の基礎を育むためにどのような構成になってい
るか。生活科の比較研究については稿を改めることにし
たい。
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